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県立学校整備事業
施設整備室

１ 横手高校
（１）事 業 概 要 現敷地に新校舎等を整備する。
（２）令和７年度事業

・実施工事等 体育館棟改築、弓道場改修
・予 算 額 ６８７，６０９千円

（ 618,800千円 68,809千円 ）
内訳 ・工事請負費 677,299千円

・委託料等 10,310千円
（３）継続費の状況

・設定期間 令和２～１０年度
・継続費総額 ７，４３３，１４８千円

（４）全体事業費 約７７億円

２ 大曲高校
（１）事 業 概 要 現敷地に新校舎等を整備する。
（２）令和７年度事業

・実施工事等 旧校舎棟解体、第１体育館・武道場棟改築
・予 算 額 ５９０，８９９千円

（ 531,800千円 59,099千円 ）
内訳 ・工事請負費 579,410千円

・委託料等 11,489千円
（３）継続費の状況

・設定期間 令和３～１０年度
・継続費総額 ７，２４５，３５７千円

（４）全体事業費 約７５億円

体育館棟(改築)

第１体育館・武道場棟

(改築)

第２体育館(改修)
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３ 金足農業高校
（１）事 業 概 要 現敷地に新校舎等を整備する。
（２）令和７年度事業

・実施工事等 管理・教室棟改築
・予 算 額 ７５３，２９３千円
（ 25,632千円 654,800千円 72,861千円）

内訳 ・工事請負費 735,203千円
・委託料等 18,090千円

（３）債務負担行為（令和６年度設定）
・対象工事等 管理・教室棟改築
・設定期間 令和７～９年度
・限 度 額 ３，６４８，４６０千円

（４）全体事業費 約９２億円

４ 湯沢高校
（１）事 業 概 要 現敷地に新校舎等を整備する。
（２）令和７年度事業

・実施工事等 教室・管理棟改築
・予 算 額 １，４０７，０４９千円
（ 10,256千円 1,257,000千円 139,793千円）

内訳 ・工事請負費 1,379,514千円
・委託料等 27,535千円

（３）債務負担行為（令和６年度設定）
・対象工事等 教室・管理棟改築
・設定期間 令和７～８年度
・限 度 額 ２，７２６，１５４千円

（４）全体事業費 約７０億円

管理・教室棟(改築)

第１体育館(改修)

第２体育館(改築)

実験実習棟(改修)

教室・管理棟(改築)

特別教室棟(改築)

第２体育館(改築)
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５ 栗田支援学校
（１）事 業 概 要 現敷地に新校舎等を整備する。
（２）令和７年度事業

・実施工事等 食堂・厨房棟増築・改修
・予 算 額 １３５，７２９千円
（ 11,599千円 111,100千円 13,030千円 ）

内訳 ・工事請負費 132,597千円
・委託料等 3,132千円

（３）債務負担行為（令和６年度設定）
・対象工事等 食堂・厨房棟増築・改修
・設定期間 令和７年度
・限 度 額 １３５，２３２千円

（４）全体事業費 約５８億円

食堂・厨房棟(増築・改修)

小学部棟(増築・改修) 職業学科棟(新築)
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市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例案【議案第９６号】
教職員給与課

１ 改正理由
人事委員会の議会及び知事に対する給与等に関する報告及び勧告に鑑み、給料表の号給構成、扶養手当の額、

通勤手当支給限度額及び寒冷地手当の支給対象職員を改めるとともに、一般職の国家公務員に準じ勤務時間の
割振りの要件を緩和する等の必要がある。

２ 主な改正内容
（１）第１条による改正

市町村立学校職員の給与等に関する条例（昭和２８年秋田県条例第５９号）の一部改正

① 給料
給料表の号給構成を改める。（条例別表第１～別表第３関係）

② 扶養手当
配偶者に係る扶養手当を廃止し、子に係る扶養手当の支給額を１３，０００円（現行１０，０００円）

に引き上げる。（第１４条関係）

③ 地域手当
地域手当の級地の区分を５区分（現行７区分）とし、支給割合を改める。（第１５条の２第２項関係）

④ 通勤手当
ア 通勤手当の１月当たりの支給額について、交通機関等に係る通勤手当及び交通用具等に係る通勤手
当並びに特別急行列車等に係る通勤手当の額を合算した額の限度を１５０，０００円とする。（第１６
条関係）

イ 特別急行列車等に係る通勤手当の要件のうち、特別急行列車等の利用が通勤事情の改善に相当程度
資するものであるとする要件を廃止する。（第１６条関係）
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⑤ 単身赴任手当
新たに給料表の適用を受ける職員にも単身赴任手当を支給する。（第１６条の２第３項関係）

⑥ 管理職員特別勤務手当
災害への対処、その他緊急の必要により平日の深夜に勤務をした管理又は監督の地位にある職員に支

給される管理職員特別勤務手当について、支給対象時間帯を平日の午後１０時から翌日の午前５時まで
（現行は平日の午前０時から午前５時まで）とする。（第２１条の２関係）

⑦ 寒冷地手当
寒冷地手当について、次に掲げる地域に在勤又は居住する職員若しくは教育委員会規則で定める基準

に適合する公署に在勤する職員に支給する。（第２４条及び別表第５関係）

秋田市（旧河辺町及び旧雄和町の区域に限る。）
能代市（旧二ツ井町の区域に限る。）
横手市、大館市、湯沢市、鹿角市、
由利本荘市（旧矢島町、旧鳥海町及び旧東由利町の区域に限る。）
潟上市（旧昭和町及び旧飯田川町の区域に限る。）
大仙市、北秋田市、仙北市、鹿角郡、北秋田郡、
山本郡のうち藤里町、三種町（旧琴丘町及び旧山本町の区域に限る。）及び八峰町
南秋田郡のうち五城目町、八郎潟町及び井川町
仙北郡、雄勝郡

（参考）寒冷地手当の経過措置について
上記以外の職員について、３年間の経過措置を設けることとし、次の表に掲げる額を支給する。

経過措置（月額）
世帯等の区分

令和７年度 令和８年度 令和９年度
扶養親族のある職員 14,850円 9,900円 4,950円

世帯主である職員
扶養親族のない職員 8,550円 5,700円 2,850円

その他の職員 6,150円 4,100円 2,050円
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⑧ 定年前再任用短時間勤務職員に支給する手当
定年前再任用短時間勤務職員に住居手当、へき地手当（へき地手当に準ずる手当を含む。）及び寒冷

地手当を支給する。（第２５条の２関係）

⑨ フレックスタイム制の拡充
公務の運営に支障がないと認める場合には、勤務時間を割り振ることができることとするとともに、

週休日のほかに勤務しない日を設けることができることとする。（第２８条の２関係）

（２）第２条による改正
市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（令和４年秋田県条例第４４号）の一部改正

暫定再任用職員に住居手当、へき地手当（へき地手当に準ずる手当を含む。）及び寒冷地手当を支給する。
（附則第８項関係）

３ 施行期日等
（１）令和７年４月１日
（２）この条例の施行に関し所要の経過措置を規定する。
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市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
一
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

第
十
三
条

略

第
十
三
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
料
を
支
給
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
料
を
支
給
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、

給
与
期
間
の
初
日
か
ら
支
給
す
る
と
き
以
外
の
と
き
又
は
給
与
期
間
の
末
日

給
与
期
間
の
初
日
か
ら
支
給
す
る
と
き
以
外
の
と
き
又
は
給
与
期
間
の
末
日

ま
で
支
給
す
る
と
き
以
外
の
と
き
は
、
そ
の
給
料
額
は
、
そ
の
給
与
期
間
の

ま
で
支
給
す
る
と
き
以
外
の
と
き
は
、
そ
の
給
料
額
は
、
そ
の
給
与
期
間
の

現
日
数
か
ら
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
三
及
び
第
二
十
八

現
日
数
か
ら
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
三
及
び
第
二
十
八

条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
並
び
に
第
二
十
八
条
の
二
第
三
項

条
の
四

の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
の
日
数

及
び
第
二
十
八
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
の
日
数
の
合
計
日
数
を

を

差
し
引
い
た
日
数
を
基
準
と
し
て
日
割
り
に
よ
り
計
算
す
る
。

差
し
引
い
た
日
数
を
基
準
と
し
て
日
割
り
に
よ
り
計
算
す
る
。

（
扶
養
手
当
）

（
扶
養
手
当
）

第
十
四
条

略

第
十
四
条

略

２

扶
養
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
他
に
生
計
の
途
が
な

２

扶
養
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
他
に
生
計
の
途
が
な

く
主
と
し
て
そ
の
職
員
の
扶
養
を
受
け
て
い
る
も
の
を
扶
養
親
族
と
す
る
。

く
主
と
し
て
そ
の
職
員
の
扶
養
を
受
け
て
い
る
も
の
を
扶
養
親
族
と
す
る
。

一

配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る

者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

一
～
五

略

二
～
六

略

３

扶
養
手
当
の
月
額
は
、
前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
（
次
項
に
お

３

扶
養
手
当
の
月
額
は
、
前
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
六
号

い
て
「
扶
養
親
族
た
る
子
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
一
万
三

千
円
、
前
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
扶
養
親
族

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
扶
養
親
族

に
つ
い
て
は
一

（
以
下
「
扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
、
父
母
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
一

人
に
つ
き
六
千
五
百
円

人
に
つ
き
六
千
五
百
円
、
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
（
以
下
「
扶

と
す
る
。

養
親
族
た
る
子
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
一
万
円
と
す
る
。

４

扶
養
親
族
た
る
子
の
う
ち
に
満
十
五
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
四
月
一

４

扶
養
親
族
た
る
子
の
う
ち
に
満
十
五
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
四
月
一

日
か
ら
満
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

日
か
ら
満
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
あ
る
子
が
い
る
場
合
に
お
け
る
扶
養

（
以
下
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
に
あ
る
子
が
い
る
場
合
に
お
け
る
扶
養

手
当
の
月
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
五
千
円
に
当
該
期
間
に
あ

手
当
の
月
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
五
千
円
に
特
定
期
間
に
あ

る
当
該
扶
養
親
族
た
る
子
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
同
項
の
規
定
に
よ
る
額

る
当
該
扶
養
親
族
た
る
子
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
同
項
の
規
定
に
よ
る
額

に
加
算
し
た
額
と
す
る
。

に
加
算
し
た
額
と
す
る
。

５

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
扶
養
親
族
の
数
の
変
更
に
伴
う
支
給

額
の
改
定
そ
の
他
扶
養
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
委
員
会

規
則
で
定
め
る
。

第
十
五
条

削
除

第
十
五
条

新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
に
扶
養
親
族
が
あ
る
場
合
又
は
職
員
に

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の

職
員
は
直
ち
に
そ
の
旨
を
県
の
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。一

新
た
に
扶
養
親
族
と
し
て
の
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
者
が
あ
る
場

合
二

扶
養
親
族
と
し
て
の
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
者
が
あ
る
場
合
（
扶
養
親

族
た
る
子
又
は
前
条
第
二
項
第
三
号
若
し
く
は
第
五
号
に
該
当
す
る
扶
養

親
族
が
、
満
二
十
二
歳
に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
の
経

過
に
よ
り
、
扶
養
親
族
と
し
て
の
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
場
合
を
除
く
。

）

２

扶
養
手
当
の
支
給
は
、
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
に
扶
養
親
族
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
は
そ
の
者
が
職
員
と
な
つ
た
日
、
職
員
に
扶
養
親
族
で
前
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の
が
な
い
場
合
に
お
い
て
そ
の
職
員
に
同
項
第

一
号
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
と
き
は
そ
の
事
実
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月

の
翌
月
（
こ
れ
ら
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月

）
か
ら
開
始
し
、
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
が
離
職
し
、
又
は
死
亡
し

た
場
合
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
者
が
離
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
、
扶

養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
の
扶
養
親
族
で
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係

る
も
の
の
全
て
が
扶
養
親
族
と
し
て
の
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
場
合
に
お
い

て
は
そ
の
事
実
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
（
こ
れ
ら
の
日
が
月
の
初
日
で
あ

る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
）
を
も
つ
て
終
わ
る
。
た
だ
し
、

扶
養
手
当
の
支
給
の
開
始
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
、
こ

れ
に
係
る
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
後
に
さ
れ
た
と
き
は

、
そ
の
届
出
を
受
理
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で

あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。

３

扶
養
手
当
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
そ
の
事
実
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の

初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
そ
の
支
給
額
を
改
定
す

る
。
前
項
た
だ
し
書
き
の
規
定
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
場
合

に
お
け
る
扶
養
手
当
の
支
給
額
の
改
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

一

扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
に
更
に
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
実

が
生
じ
た
場
合

二

扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
の
扶
養
親
族
で
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

9



届
出
に
係
る
も
の
の
一
部
が
扶
養
親
族
と
し
て
の
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た

場
合

三

職
員
の
扶
養
親
族
た
る
子
で
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の

の
う
ち
特
定
期
間
に
あ
る
子
で
な
か
つ
た
者
が
特
定
期
間
に
あ
る
子
と
な

つ
た
場
合

（
地
域
手
当
）

（
地
域
手
当
）

第
十
五
条
の
二

略

第
十
五
条
の
二

略

２

地
域
手
当
の
月
額
は
、
給
料
、
管
理
職
手
当
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合

２

地
域
手
当
の
月
額
は
、
給
料
、
管
理
職
手
当
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合

計
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
域
手
当
の
級
地
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該

計
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
域
手
当
の
級
地
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該

各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一
・
二

略

一
・
二

略

三

三
級
地

百
分
の
十
二

三

三
級
地

百
分
の
十
五

四

四
級
地

百
分
の
八

四

四
級
地

百
分
の
十
二

五

五
級
地

百
分
の
四

五

五
級
地

百
分
の
十

六

六
級
地

百
分
の
六

七

七
級
地

百
分
の
三

３

略

３

略

（
住
居
手
当
）

（
住
居
手
当
）

第
十
五
条
の
三

住
居
手
当
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
支
給
す
る
。

第
十
五
条
の
三

住
居
手
当
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
支
給
す
る
。

一

略

一

略

二

第
十
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
単
身
赴
任
手
当
を

二

第
十
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
単
身
赴
任
手
当
を

支
給
さ
れ
る
職
員
で
、
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と

支
給
さ
れ
る
職
員
で
、
配
偶
者

同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
同
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
居
住
す
る

が
居
住
す
る

た
め
の
住
宅
（
公
舎
そ
の
他
の
住
宅
で
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

た
め
の
住
宅
（
公
舎
そ
の
他
の
住
宅
で
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

を
除
く
。
）
を
借
り
受
け
、
月
額
一
万
二
千
円
を
超
え
る
家
賃
を
支
払
つ

を
除
く
。
）
を
借
り
受
け
、
月
額
一
万
二
千
円
を
超
え
る
家
賃
を
支
払
つ

て
い
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
も
の
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

て
い
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
も
の
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

２
・
３

略

２
・
３

略

（
通
勤
手
当
）

（
通
勤
手
当
）

第
十
六
条

通
勤
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
支
給
す
る
。

第
十
六
条

通
勤
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
支
給
す
る
。

一

通
勤
の
た
め
交
通
機
関
又
は
有
料
の
道
路
（
以
下
こ
の
条

一

通
勤
の
た
め
交
通
機
関
又
は
有
料
の
道
路
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
三
項

に
お
い
て
「
交
通
機
関
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
て
そ
の
運
賃
又

ま
で
に
お
い
て
「
交
通
機
関
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
て
そ
の
運
賃
又

は
料
金
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
お
い
て
「
運
賃
等
」
と
い
う

は
料
金
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
お
い
て
「
運
賃
等
」
と
い
う

。
）
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
（
交
通
機
関
等
を
利
用
し
な

。
）
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
（
交
通
機
関
等
を
利
用
し
な

け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
つ

け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
つ

て
交
通
機
関
等
を
利
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場

て
交
通
機
関
等
を
利
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場

合
の
通
勤
距
離
が
片
道
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
及
び
第
三
号

合
の
通
勤
距
離
が
片
道
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
及
び
第
三
号

に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

二
・
三

略

二
・
三

略

２

通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

２

通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
県
の
教
育
委

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
県
の
教
育
委

員
会
が
県
の
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た

員
会
が
県
の
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た

当
該
職
員
の
支
給
単
位
期
間
の
通
勤
に
要
す
る
運
賃
等
の
額
に
相
当
す
る

当
該
職
員
の
支
給
単
位
期
間
の
通
勤
に
要
す
る
運
賃
等
の
額
に
相
当
す
る

額
（
次
項
及
び
第
四
項

に
お
い
て
「
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）

額
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）

。
た
だ
し
、
運
賃
等
相
当
額
を
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額

（
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当

額
」
と
い
う
。
）
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
に

つ
き
、
五
万
五
千
円
に
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該

職
員
が
二
以
上
の
交
通
機
関
等
を
利
用
す
る
も
の
と
し
て
当
該
運
賃
等
の

額
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
の
合

計
額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
職
員
の
通
勤
手
当
に
係
る

支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
五
万
五
千
円

に
当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）

二

略

二

略

三

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員

交
通
機
関
等
を
利
用
せ
ず
、
か
つ
、
自

三

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員

交
通
機
関
等
を
利
用
せ
ず
、
か
つ
、
自

動
車
等
を
使
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通

動
車
等
を
使
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通

勤
距
離
、
交
通
機
関
等
の
利
用
距
離
、
自
動
車
等
の
使
用
距
離
等
の
事
情

勤
距
離
、
交
通
機
関
等
の
利
用
距
離
、
自
動
車
等
の
使
用
距
離
等
の
事
情

を
考
慮
し
て
県
の
教
育
委
員
会
が
県
の
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る

を
考
慮
し
て
県
の
教
育
委
員
会
が
県
の
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る

区
分
に
応
じ
、
前
二
号
に
定
め
る
額

区
分
に
応
じ
、
前
二
号
に
定
め
る
額
（
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額

及
び
前
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
当

該
職
員
の
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位

期
間
に
つ
き
、
五
万
五
千
円
に
当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得

、
第
一
号
に
定
め
る
額
又
は
前
号
に
定
め
る
額

た
額
）
、
第
一
号
に
定
め
る
額
又
は
前
号
に
定
め
る
額

３

第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め

３

第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め

る
も
の
の
う
ち
、
通
勤
の
た
め
、
特
別
急
行
列
車
、
高
速
自
動
車
国
道
そ
の

る
も
の
の
う
ち
、
通
勤
の
た
め
、
特
別
急
行
列
車
、
高
速
自
動
車
国
道
そ
の

他
の
交
通
機
関
等
（
第
一
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
特
別
急
行
列
車
等
」
と

他
の
交
通
機
関
等
（
第
一
号

に
お
い
て
「
特
別
急
行
列
車
等
」
と

い
う
。
）

い
う
。
）
で
そ
の
利
用
が
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
通

を
利

勤
事
情
の
改
善
に
相
当
程
度
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
利

用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
（
そ
の
利
用
に
係
る
運
賃
等
の
額
か

用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
（
そ
の
利
用
に
係
る
運
賃
等
の
額
か
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ら
運
賃
等
相
当
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
運
賃
等
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た

ら
運
賃
等
相
当
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
運
賃
等
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た

額
を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る

額
を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る

も
の
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲

も
の
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
通
勤
手
当
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

げ
る
通
勤
手
当
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

特
別
急
行
列
車
等
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
に
係
る
通
勤
手
当

支

一

特
別
急
行
列
車
等
に
係
る
通
勤
手
当

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
教
育

給
単
位
期
間
に
つ
き
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出

委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
当
該
職
員
の
支
給
単
位

し
た
当
該
職
員
の
支
給
単
位
期
間
の
通
勤
に
要
す
る
特
別
料
金
等
の
額
に

期
間
の
通
勤
に
要
す
る
特
別
料
金
等
の
額
に
相
当
す
る
額
。
た
だ
し
、
当

相
当
す
る
額
（
次
項
に
お
い
て
「
特
別
料
金
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）

該
額
を
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
が
四
万
円
を

超
え
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
四
万
円
に
支
給
単
位
期
間
の

月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
職
員
が
二
以
上
の
特
別
急
行
列
車
等
を
利

用
す
る
も
の
と
し
て
当
該
特
別
料
金
等
の
額
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て

、
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
相
当
額
の
合
計
額
が
四
万
円
を
超
え
る

と
き
は
、
当
該
職
員
の
特
別
急
行
列
車
等
に
係
る
通
勤
手
当
に
係
る
支
給

単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
四
万
円
に
当
該
支

給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）

二

略

二

略

４

運
賃
等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
交
通

４

通
勤
手
当
は
、
支
給
単
位
期
間
（
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
通
勤
手
当

機
関
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
）
、
第
二
項
第
二

に
あ
つ
て
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
）
に
係
る
最
初
の
月
（
前

号
に
定
め
る
額
及
び
特
別
料
金
等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で

項

の
規
定
に
よ
る
通
勤
手
当
に
あ
つ
て
は
、
最
初
の
月
の
翌
月
）

除
し
て
得
た
額
（
特
別
急
行
列
車
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ

の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
に
支
給
す
る
。

の
合
計
額
）
の
合
計
額
が
十
五
万
円
を
超
え
る
職
員
の
通
勤
手
当
の
額
は
、

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
職
員
の
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位

期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
十
五
万
円
に
当
該
支
給
単

位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

５

通
勤
手
当
は
、
支
給
単
位
期
間
（
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
通
勤
手
当

に
あ
つ
て
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
）
に
係
る
最
初
の
月
（
第

三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
通
勤
手
当
に
あ
つ
て
は
、
最
初
の
月
の
翌
月
）

の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
に
支
給
す
る
。

６
～
８

略

５
～
７

略

（
単
身
赴
任
手
当
）

（
単
身
赴
任
手
当
）

第
十
六
条
の
二

略

第
十
六
条
の
二

略

２

略

２

略

３

新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
こ
と

３

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第

二
十
二
号
）
の
適
用
職
員
で
あ
つ
た
者
そ
の
他
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る

に
伴
い
、
住
居
を
移
転
し
、
父
母
の

者
か
ら
引
き
続
き
職
員
と
な
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
住
居
を
移
転
し
、
父
母
の

疾
病
そ
の
他
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、

疾
病
そ
の
他
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、

同
居
し
て
い
た
配
偶
者
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
で
、
当
該
職
員
と

同
居
し
て
い
た
配
偶
者
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
で
、
当
該
職
員
と

な
つ
た
直
前
の
住
居
か
ら
当
該
職
員
と
な
つ
た
直
後
に
在
勤
す
る
公
署
に
通

な
つ
た
直
前
の
住
居
か
ら
当
該
職
員
と
な
つ
た
直
後
に
在
勤
す
る
公
署
に
通

勤
す
る
こ
と
が
通
勤
距
離
等
を
考
慮
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準

勤
す
る
こ
と
が
通
勤
距
離
等
を
考
慮
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準

に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
単
身
で
生
活
す
る

に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
単
身
で
生
活
す
る

こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員

こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員
（
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
教
育
委
員
会
規
則

そ
の
他
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
単
身
赴
任
手
当

で
定
め
る
職
員
に
限
る
。
）
そ
の
他
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
単
身
赴
任
手
当

を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て

を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て

教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
は
、
前
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
単
身

教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
は
、
前
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
単
身

赴
任
手
当
を
支
給
す
る
。

赴
任
手
当
を
支
給
す
る
。

４

略

４

略

第
十
七
条
の
三

略

第
十
七
条
の
三

略

２

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第

２

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

二
十
二
号
）
の
適
用
職
員
で
あ
つ
た
者
そ
の
他
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る

の
適
用
職
員
で
あ
つ
た
者
そ
の
他
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る

者
か
ら
引
き
続
き
職
員
と
な
つ
て
へ
き
地
学
校
等
又
は
特
別
の
地
域
に
所
在

者
か
ら
引
き
続
き
職
員
と
な
つ
て
へ
き
地
学
校
等
又
は
特
別
の
地
域
に
所
在

す
る
学
校
等
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た

す
る
学
校
等
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た

職
員
（
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
限

職
員
（
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
限

る
。
）
、
新
た
に
へ
き
地
学
校
等
又
は
特
別
の
地
域
に
所
在
す
る
学
校
等
に

る
。
）
、
新
た
に
へ
き
地
学
校
等
又
は
特
別
の
地
域
に
所
在
す
る
学
校
等
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
学
校
等
に
勤
務
す
る
職
員
で
そ
の
へ
き
地
学
校
等

該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
学
校
等
に
勤
務
す
る
職
員
で
そ
の
へ
き
地
学
校
等

又
は
特
別
の
地
域
に
所
在
す
る
学
校
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
前
三

又
は
特
別
の
地
域
に
所
在
す
る
学
校
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
前
三

年
以
内
に
当
該
学
校
等
に
異
動
し
、
当
該
異
動
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た

年
以
内
に
当
該
学
校
等
に
異
動
し
、
当
該
異
動
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た

も
の
そ
の
他
前
項
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必

も
の
そ
の
他
前
項
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必

要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に

要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に

は
、
教
育
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
準
じ
て

は
、
教
育
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
準
じ
て

、
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
す
る
。

、
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
す
る
。

３

略

３

略

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）

第
二
十
一
条
の
二

第
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
が
臨
時
又
は
緊

第
二
十
一
条
の
二

第
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
が
臨
時
又
は
緊

急
の
必
要
そ
の
他
の
公
務
の
運
営
の
必
要
に
よ
り
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項

急
の
必
要
そ
の
他
の
公
務
の
運
営
の
必
要
に
よ
り
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項

、
第
二
十
八
条
の
三
及
び
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
週
休

、
第
二
十
八
条
の
三
及
び
第
二
十
八
条
の
四

の
規
定
に
基
づ
く
週
休

日
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
二
第
三
項
及
び
第
二
十
八
条
の
四
第
二
項
に
お

日
又
は

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割

り
振
ら
な
い
日
又
は
休
日
等
（
次
項
に
お
い
て
「
週
休
日
等
」
と
い
う
。
）

休
日
等
（
次
項
に
お
い
て
「
週
休
日
等
」
と
い
う
。
）

に
勤
務
を
し
た
場
合
は
、
当
該
職
員
に
は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支

に
勤
務
し
た

場
合
は
、
当
該
職
員
に
は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支

11



給
す
る
。

給
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
第
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
職

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
第
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
職

員
が
災
害
へ
の
対
処
そ
の
他
の
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
に
よ
り
午
後
十
時
か

員
が
災
害
へ
の
対
処
そ
の
他
の
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
に
よ
り
週
休
日
等
以

ら
翌
日
の

午
前
五
時
ま
で
の
間
（
週
休
日
等
に
含
ま
れ
る
時

外
の
日
の
午
前
零
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
の
間

間
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
勤
務
を
し
た
場

で
あ
つ
て
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
勤
務
し
た

場

合
は
、
当
該
職
員
に
は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

合
は
、
当
該
職
員
に
は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

３

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

３

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
前
二
項
に
規
定
す
る
勤
務
に
従
事
す
る
時

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額

間
を
考
慮
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
勤
務
を
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は

、
そ
の
額
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
）
と
す
る
。

と
す
る
。

一

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合

同
項
の
勤
務
一
回
に
つ
き
、
一
万
二
千
円

一

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合

同
項
の
勤
務
一
回
に
つ
き
、
一
万
二
千
円

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
（
同
項
の

規
定
に
よ
る
勤
務
に
従
事
す
る
時
間
等
を
考
慮
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で

定
め
る
勤
務
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額

）

二

略

二

略

４

略

４

略

（
寒
冷
地
手
当
）

（
寒
冷
地
手
当
）

第
二
十
四
条

寒
冷
地
手
当
は
、
毎
年
十
一
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
の
各
月
の

第
二
十
四
条

寒
冷
地
手
当
は
、
毎
年
十
一
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
の
各
月
の

初
日
（
次
項
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
職

初
日
（
次
項
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
地

員
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
（
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除

域
に
在
勤
す
る

職
員
（
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除

く
。
）
に
対
し
て
支
給
す
る
。

く
。
）
に
対
し
て
支
給
す
る
。

一

別
表
第
五
に
掲
げ
る
地
域
に
在
勤
す
る
職
員

一

秋
田
県

二

前
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
の
う
ち
勤
務
し
又
は
居
住
す
る
地
域

二

前
号
に
掲
げ
る
地
域
以
外
の
地
域
の
う
ち
寒
冷

の
寒
冷
及
び
積
雪
の
度
を
考
慮
し
て
同
号
に
掲
げ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必

及
び
積
雪
の
度
を
考
慮
し
て
同
号
に
掲
げ
る
地
域
と
の
権
衡
上
必

要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
次
に
掲
げ
る

職
員

要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
地
域

㈠

教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
公
署

に
在
勤
す
る
職
員

㈡

㈠
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
の
う
ち
別
表
第
五
に
掲
げ
る
地
域
に

居
住
す
る
職
員

㈢

㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
の
う
ち
教
育
委
員
会
規
則
で

定
め
る
職
員

２

寒
冷
地
手
当
の
額
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
及
び
基
準
日
に
お

２

寒
冷
地
手
当
の
額
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
地
域
の
区
分
及
び
基
準
日
に
お

け
る
職
員
の
世
帯
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

け
る
職
員
の
世
帯
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

職
員
の
区
分

世
帯
等
の
区
分

地
域
の
区
分

世
帯
等
の
区
分

世
帯
主
で
あ
る
職
員

そ
の
他
の
職

世
帯
主
で
あ
る
職
員

そ
の
他
の
職

扶
養
親
族
の
あ
る
職

扶
養
親
族
の
な
い
職

員

扶
養
親
族
の
あ
る
職

扶
養
親
族
の
な
い
職

員

員

員

員

員

前
項
第
一
号

一
九
、
八
〇
〇
円

一
一
、
四
〇
〇
円

八
、
二
〇
〇

秋
田
県

一
九
、
八
〇
〇
円

一
一
、
四
〇
〇
円

八
、
二
〇
〇

並
び
に
第
二

円

円

㈠

㈡

号

及
び

に
掲
げ
る
職

員前
項
第
二
号

二
九
、
四
〇
〇
円
を

一
六
、
二
〇
〇
円
を

一
一
、
五
〇

前
項
第
二
号

二
九
、
四
〇
〇
円
を

一
六
、
二
〇
〇
円
を

一
一
、
五
〇

㈢
に
掲
げ
る

超
え
な
い
範
囲
内
で

超
え
な
い
範
囲
内
で

〇
円
を
超
え

に
掲
げ
る
地

超
え
な
い
範
囲
内
で

超
え
な
い
範
囲
内
で

〇
円
を
超
え

職
員

教
育
委
員
会
規
則
で

教
育
委
員
会
規
則
で

な
い
範
囲
内

域

教
育
委
員
会
規
則
で

教
育
委
員
会
規
則
で

な
い
範
囲
内

定
め
る
額

定
め
る
額

で
教
育
委
員

定
め
る
額

定
め
る
額

で
教
育
委
員

会
規
則
で
定

会
規
則
で
定

め
る
額

め
る
額

３

略

３

略

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
）

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
）

第
二
十
五
条
の
二

第
六
条
第
三
項
か
ら
第
十
項
ま
で
、
第
七
条
、
第
十
四
条

第
二
十
五
条
の
二

第
六
条
第
三
項
か
ら
第
十
項
ま
で
、
第
七
条
、
第
十
四
条

、
第
十
五
条
、
第
十
五
条
の
三
、
第
十
七
条
の
二
、
第
十
七
条
の
三
、
第
二

及
び
前
条
の
規
定
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
は
適
用

十
四
条
及
び
前
条
の
規
定
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
は
適
用

し
な
い
。

し
な
い
。

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
）

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り

）

第
二
十
八
条
の
二

日
曜
日
及
び
土
曜
日
は
、
週
休
日
（
勤
務
時
間
を
割
り
振

第
二
十
八
条
の
二

日
曜
日
及
び
土
曜
日
は
、
週
休
日
（
勤
務
時
間
を
割
り
振

ら
な
い
日
（
第
三
項
及
び
第
二
十
八
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

ら
な
い
日
を
い
う

準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同

。
以
下
同

じ
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
育
児
短
時
間
勤
務

じ
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
育
児
短
時
間
勤
務

職
員
に
つ
い
て
は
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
の
内
容
に
従
い
こ
れ
ら
の
日
に
加

職
員
に
つ
い
て
は
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
の
内
容
に
従
い
こ
れ
ら
の
日
に
加

え
て
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
に
お
い
て
週
休
日
を
設
け
る
も
の

え
て
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
に
お
い
て
週
休
日
を
設
け
る
も
の

と
し
、
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
は
日
曜
日
及
び
土
曜
日
に
加
え
て
月
曜

と
し
、
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
は
日
曜
日
及
び
土
曜
日
に
加
え
て
月
曜

日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
に
お
い
て
、
週
休
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き

日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
に
お
い
て
、
週
休
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き

る
。

る
。

２

略

２

略

３

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
職
員
（
県
の
教
育
委
員
会
が
県
の
人
事
委
員

会
と
協
議
し
て
定
め
る
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

つ
い
て
、
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
の
ほ

か
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
、
又
は
当
該
職
員
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の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場

合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
の
教
育
委
員
会
が
県
の
人
事
委

員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
申
告
を
経
て
、
四
週
間

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
週
を
単
位
と
し
て
県
の
教
育
委
員
会
が
県
の
人
事
委

員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
単
位
期
間
」
と

い
う
。
）
ご
と
の
期
間
に
つ
き
前
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
と
な
る
よ
う
に

、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
の
ほ
か
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り

振
ら
な
い
日
を
設
け
、
又
は
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
が
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
単
位
期
間
ご
と
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
の
内
容

に
従
い
、
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。

（
週
休
日
の
振
替
等
）

（
週
休
日
の
振
替
等
）

第
二
十
八
条
の
四

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
職
員
に
第
二
十
八
条
の
二
第

第
二
十
八
条
の
四

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
職
員
に
第
二
十
八
条
の
二
第

一
項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
と
さ
れ
た
日
に
お
い
て
特
に
勤
務
す

一
項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
と
さ
れ
た
日
に
お
い
て
特
に
勤
務
す

る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
県
の
教
育
委
員
会
が
県
の
人
事

る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
県
の
教
育
委
員
会
が
県
の
人
事

委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
又

委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
又

は
前
条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
（
以
下
こ
の
項
に
お

は
前
条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
勤
務
日
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
県
の
教
育
委
員
会
が
県
の
人
事
委
員

い
て
「
勤
務
日
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
県
の
教
育
委
員
会
が
県
の
人
事
委
員

会
と
協
議
し
て
定
め
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
を
週
休
日
に
変
更
し
て
当
該

会
と
協
議
し
て
定
め
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
を
週
休
日
に
変
更
し
て
当
該

勤
務
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要

勤
務
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要

が
あ
る
日
に
割
り
振
り
、
又
は
当
該
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
の
勤
務
時
間
の

が
あ
る
日
に
割
り
振
り
、
又
は
当
該
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
の
勤
務
時
間
の

う
ち
四
時
間
を
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
る
こ
と
を
や
め
て
当
該
四
時
間
の
勤

う
ち
四
時
間
を
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
る
こ
と
を
や
め
て
当
該
四
時
間
の
勤

務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と

務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と

が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
職
員
に
第
二
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務

時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
と
さ
れ
た
日
に
お
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命

ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項

中
「
週
休
日
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
に
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
休
憩
時
間
）

（
休
憩
時
間
）

第
二
十
八
条
の
五

略

第
二
十
八
条
の
五

略

２

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
県
の
教
育
委
員
会

２

前
項
の
休
憩
時
間
は
、
職
務
の
特
殊
性
又
は
当
該
公
署
の
必
要
が
あ
る
場

が
県
の
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
休
憩
時
間
を
一

合
に
お
い
て
、
県
の
教
育
委
員
会
が
県
の
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る

斉
に
与
え
な
い
こ
と
そ
の
他
の
休
憩
時
間
の
基
準
に
つ
い
て
別
段
の
定
め
を

と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
斉
に
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

職
務
の
特
殊
性
又
は
当
該
公
署
の
特
殊
の
必
要
が
あ
る
と
き
。

二

職
員
の
健
康
及
び
福
祉
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
又
は
能
率
を
甚
だ

し
く
阻
害
す
る
と
き
・

三

職
員
か
ら
の
申
告
を
考
慮
し
て
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
が
適
当
で
あ
る

と
き
。

別
表
第
五
（
第
二
十
四
条
関
係
）

秋
田
市
（
河
辺
町
及
び
雄
和
町
の
区
域
に
限
る
。
）

能
代
市
（
二
ツ
井
町
の
区
域
に
限
る
。
）

横
手
市

大
館
市

湯
沢
市

鹿
角
市

由
利
本
荘
市
（
矢
島
町
、
鳥
海
町
及
び
東
由
利
町
の
区
域
に
限
る
。
）

潟
上
市
（
昭
和
町
及
び
飯
田
川
町
の
区
域
に
限
る
。
）

大
仙
市

北
秋
田
市

仙
北
市

鹿
角
郡

北
秋
田
郡

山
本
郡
の
う
ち
藤
里
町
、
三
種
町
（
琴
丘
町
及
び
山
本
町
の
区
域
に
限

る
。
）
及
び
八
峰
町

南
秋
田
郡
の
う
ち
五
城
目
町
、
八
郎
潟
町
及
び
井
川
町

仙
北
郡

雄
勝
郡

備
考

こ
の
表
に
掲
げ
る
市
町
村
及
び
郡
の
名
称
は
、
令
和
六
年
四
月
一

日
に
お
け
る
名
称
（
括
弧
内
の
区
域
の
名
称
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一

日
に
お
け
る
名
称
と
す
る
。
）
と
し
、
同
表
に
定
め
る
地
域
は
、
そ
れ

ら
の
名
称
を
有
す
る
も
の
の
同
日
に
お
け
る
区
域
を
用
い
て
示
さ
れ
た

地
域
と
し
、
そ
の
後
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
名
称
の
変
更
又
は
そ
れ
ら
の

名
称
を
有
す
る
も
の
の
区
域
の
変
更
に
よ
つ
て
影
響
さ
れ
な
い
も
の
と

す
る
。
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市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

附

則

附

則

１
～
７

略

１
～
７

略

８

給
与
条
例
第
六
条
第
三
項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
か
ら
第
十
項

８

給
与
条
例
第
六
条
第
三
項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
か
ら
第
十
項

ま
で
、
第
七
条
、
並
び
に
第
十
四
条

ま
で
、
第
七
条
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
五
条
の
三
、
第
十
七
条
の

並
び
に
改
正
後
の
条
例
第
六
条
第

二
、
第
十
七
条
の
三
並
び
に
第
二
十
四
条
並
び
に
改
正
後
の
条
例
第
六
条
第

五
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
暫
定
再
任
用
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

五
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
暫
定
再
任
用
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

９

略

９

略

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
附
則
第
十
二
項
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
務
の
形
態
）

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
務
の
形
態
）

第
十
二
条

法
第
十
条
第
一
項
第
五
号
の
条
例
で
定
め
る
勤
務
の
形
態
は
、
次

第
十
二
条

法
第
十
条
第
一
項
第
五
号
の
条
例
で
定
め
る
勤
務
の
形
態
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
勤
務
の
形
態

の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
勤
務
の
形
態

と
す
る
。

と
す
る
。

一

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
秋
田
県
条
例

一

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
秋
田
県
条
例

第
三
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
又
は
市

第
三
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項

町
村
立
学
校
職
員
給
与
条
例
第
二
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を

の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
職
員

日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
週
休
日
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す

受
け
る
職
員

日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
週
休
日
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
週
休
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、
又
は
日
曜

る
週
休
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、
又
は
日
曜

日
及
び
土
曜
日
並
び
に
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
の
う
ち
の
二

日
及
び
土
曜
日
並
び
に
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
の
う
ち
の
二

日
を
週
休
日
と
し
、
四
週
間
ご
と
の
期
間
（
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
よ
う

日
を
週
休
日
と
し
、
四
週
間
ご
と
の
期
間
（
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
よ
う

と
す
る
期
間
の
全
て
を
四
週
間
ご
と
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

と
す
る
期
間
の
全
て
を
四
週
間
ご
と
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

に
あ
っ
て
は
、
人
事
委
員
会
規
則
又
は
教
育
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ

に
あ
っ
て
は
、
人
事
委
員
会
規
則

の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
よ
う
と
す
る
期
間
を
一
週
間
、

ろ
に
よ
り
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
よ
う
と
す
る
期
間
を
一
週
間
、

二
週
間
、
三
週
間
又
は
四
週
間
に
区
分
し
た
各
期
間
）
に
つ
き
一
週
間
当

二
週
間
、
三
週
間
又
は
四
週
間
に
区
分
し
た
各
期
間
）
に
つ
き
一
週
間
当

た
り
の
勤
務
時
間
が
十
九
時
間
二
十
五
分
、
十
九
時
間
三
十
五
分
、
二
十

た
り
の
勤
務
時
間
が
十
九
時
間
二
十
五
分
、
十
九
時
間
三
十
五
分
、
二
十

三
時
間
十
五
分
又
は
二
十
四
時
間
三
十
五
分
と
な
る
よ
う
に
、
か
つ
、
週

三
時
間
十
五
分
又
は
二
十
四
時
間
三
十
五
分
と
な
る
よ
う
に
、
か
つ
、
週

休
日
以
外
の
日
に
お
い
て
一
日
に
つ
き
午
前
七
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
の

休
日
以
外
の
日
に
お
い
て
一
日
に
つ
き
午
前
七
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
の

間
に
お
い
て
人
事
委
員
会
規
則
又
は
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
以

間
に
お
い
て
人
事
委
員
会
規
則

で
定
め
る
時
間
以

上
勤
務
す
る
こ
と
。

上
勤
務
す
る
こ
と
。

二

略

二

略

（
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
条
例
の

（
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
条
例
の

特
例
）

特
例
）

第
二
十
三
条

任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
市
町
村
立
学
校
職
員
給

第
二
十
三
条

任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
市
町
村
立
学
校
職
員
給

与
条
例
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
立

与
条
例
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
立

学
校
職
員
給
与
条
例
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ

学
校
職
員
給
与
条
例
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

略

略

略

略

略

略

第
二
十
五
条
の
二

第
六
条
第
三
項
か

第
十
四
条
、
第
十
五
条
の

第
二
十
五
条
の
二

第
六
条
第
三
項
か

第
十
四
条

ら
第
十
項
ま
で
、

三
、
第
十
六
条
の
二
、
第

ら
第
十
項
ま
で
、

第
七
条
、
第
十
四

十
七
条
の
二
、
第
十
七
条

第
七
条
、
第
十
四

条

の
三
、
第
二
十
四
条

条第
十
五
条
の
三

第
十
五
条
の
三
、
第
十
六

条
の
二

略

略

略

略
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一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
附
則
第
十
三
項
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
特
定
業
務
等
従
事
任
期
付
職
員
の
給
与
条
例
等
の
適
用
除
外
）

（
特
定
業
務
等
従
事
任
期
付
職
員
の
給
与
条
例
等
の
適
用
除
外
）

第
十
条

給
与
条
例
第
五
条
第
三
項
か
ら
第
十
項
ま
で
及
び
第
五
条
の
二
、
市

第
十
条

給
与
条
例
第
五
条
第
三
項
か
ら
第
十
項
ま
で
及
び
第
五
条
の
二
、
市

町
村
立
学
校
職
員
給
与
条
例
第
六
条
第
三
項
か
ら
第
十
項
ま
で
及
び
第
七
条

町
村
立
学
校
職
員
給
与
条
例
第
六
条
第
三
項
か
ら
第
十
項
ま
で
及
び
第
七
条

並
び
に
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
秋
田
県
条
例
第
六

並
び
に
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
秋
田
県
条
例
第
六

号
）
第
八
条
の
規
定
は
、
特
定
業
務
等
従
事
任
期
付
職
員
に
は
、
適
用
し
な

号
）
第
八
条
の
規
定
は
、
特
定
業
務
等
従
事
任
期
付
職
員
に
は
、
適
用
し
な

い
。

い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
給
与
条
例
第
九
条
の
二
、
第
十
条
、
第

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
給
与
条
例
第
九
条
の
二
、
第
十
条
、
第

十
一
条
の
三
、
第
十
一
条
の
四
、
第
十
二
条
の
二
、
第
十
三
条
の
二
、
第
十

十
一
条
の
三
、
第
十
一
条
の
四
、
第
十
二
条
の
二
、
第
十
三
条
の
二
、
第
十

三
条
の
三
及
び
第
二
十
三
条
、
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
四
条

三
条
の
三
及
び
第
二
十
三
条
、
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
四
条
、

、
第
十
五
条
の
三
、
第
十
六
条
の
二
、
第
十
七
条
の
二
、
第
十
七

第
十
五
条
、
第
十
五
条
の
三
、
第
十
六
条
の
二
、
第
十
七
条
の
二
、
第
十
七

条
の
三
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
並
び
に
市
町
村
立
学
校
職
員
の
退

条
の
三
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
並
び
に
市
町
村
立
学
校
職
員
の
退

職
手
当
に
関
す
る
条
例(

昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
八
十
二
号)

の
規
定

職
手
当
に
関
す
る
条
例(

昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
八
十
二
号)

の
規
定

は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
職
員

は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
職
員

に
は
、
適
用
し
な
い

に
は
、
適
用
し
な
い
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わか杉っ子！育ちと学び支援事業

幼保推進課

１ 目的
乳幼児期及び幼保小接続期の教育・保育の質の向上を図るため、市町村における幼児教育推進体制の構築・

充実に向けた取組と「幼保小の架け橋プログラム」の実施を支援する。

２ 概要
（１）市町村における幼児教育推進体制の構築・充実への支援 ３，６８３千円

・県教育・保育アドバイザーの配置 １名
・アドバイザー連絡協議会の開催 ５回
・市町村の就学前施設担当部局と教育委員会との連携促進に向けた助言・指導等

（２ 「幼保小の架け橋プログラム」実施への支援 ５５２千円）
・ 幼保小の架け橋プログラム」の推進に向けた有識者会議の開催 ２回「
・幼保小連携の推進に向けた研修会の開催 ２回
・理解啓発リーフレットの作成・配付 １０，０００部

（３）教育・保育アドバイザー配置市町村への助成 ２１，７３４千円
アドバイザーを配置する１０市村を対象に、その配置や活動等に要する経費に対して助成する。
・補 助 先：能代市、横手市、大館市、男鹿市、潟上市、大仙市、北秋田市、にかほ市、仙北市、

東成瀬村
・補助対象：アドバイザーの人件費、旅費等
・補 助 率：１／２（国１０／１０）
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３ 予算額
（ ２３，８５１千円 １８千円 ２，１００千円）２５，９６９千円

：教育支援体制整備事業費交付金
内訳 ・報酬、共済費、職員手当等 ３，２４９千円

・報償費、旅費、需用費等 ９８６千円
・補助金 ２１，７３４千円
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生徒指導総合支援事業
義務教育課

１ 目的
児童生徒を取り巻く環境が複雑化・多様化している中、問題行動等の課題の未然防止や早

期発見、早期解決のため、学校・家庭・地域社会等の連携に基づいた教育相談体制の充実に
より、不登校児童生徒の支援やいじめ、暴力行為等の問題行動の改善を図る。

２ 概要
（１）スクールカウンセラー等配置事業 ５８，１７２千円

学校等にスクールカウンセラーを配置し、児童生徒や保護者からの多様な教育相談に
対応する。
○中学校スクールカウンセラーの配置（実人数４３人）
全ての公立中学校に配置し、各中学校での教育相談に対応

○広域カウンセラーの配置（実人数５０人）
教育事務所（３箇所）に配置し、公立小学校等の教育相談に対応

○緊急カウンセラーの配置（実人数４９人）
義務教育課に配置し、公立小・中学校及び県立学校における死亡事故などの突発的
な事案に対応

（２）スクールソーシャルワーカー活用事業【拡充】 ３０，５０６千円
スクールソーシャルワーカー（社会福祉士等の有資格者と教職員経験者の２名）を各

教育事務所等に配置し、学校だけでは解決が難しい問題に対して、関係機関との連携を
促進するなどして支援を行う。
○配置箇所 広域拠点：総合教育センター、秋田明徳館高等学校

地域拠点：教育事務所（北、中央、南）
教育事務所出張所（山本、由利、仙北）
（計８箇所、１６人配置）
※南教育事務所仙北出張所に２名を新たに配置
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（３）ＳＮＳ・電話相談事業 ６２７千円
中学生を対象として、夏休みが終了する時期にＬＩＮＥによる悩み相談を実施する。

また、児童生徒や保護者等の不安や悩み等の解消を図るため、フリーダイヤルの相談電
話を設置する。
○ＳＮＳ相談の実施 夏休みが終了する時期に実施
○相談電話「すこやか電話」等の設置
・相談種別 教育相談 ： すこやか電話」「

いじめ相談：いじめ緊急ホットライン
・受付時間 平日８：３０～１７：００

（時間外は中央児童相談所の「２４時間・３６５日相談」を案内）
・設置場所 総合教育センター、３教育事務所（計４箇所）

３ 予算額
（ ２９，０４２千円 ㊀６０，２６３千円）８９，３０５千円

：教育支援体制整備事業費補助金
内訳 ・報酬 ８１，０８３千円

・共済費 ３１４千円
・報償費 １２８千円
・旅費 ７，２８１千円
・役務費 ３６７千円
・委託料 １３２千円
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学校支援スタッフ配置事業
義務教育課

１ 目的
教員の負担を軽減し、児童生徒に向き合う時間を確保するため、学校サポーターを配置するとともに、多様

な学びを支える指導体制の充実を図り、不登校児童生徒の生活や学びの場を保障するため、児童生徒の学びを
支える支援スタッフを配置する市町村を支援する。

２ 概要
（１）学校サポーター配置事業【拡充】 １１９，３４０千円

教員の負担軽減を図り、教員が教員でなければ担うことのできない業務に注力できるようにするために、
学校サポーターを配置する。
・実施主体：県（負担割合 国１／３、県２／３）
・職務内容：掲示物の作成や教室環境の整備、授業で使用する印刷物や物品の準備、調査物の集計、行事

・式典の準備補助、休み時間の見守り、来客・電話対応等
・配置基準：中規模以上の小・中学校及び義務教育学校並びに時間外在校等時間が多い小規模の小・中学

校及び義務教育学校
・配 置 数：１１７校・１１４名 配置予定

（２）児童生徒の学びを支える支援スタッフ配置事業【拡充】 ２０，６２０千円
教室に入りづらさを感じている児童生徒が安心して過ごすことができる場を確保しつつ、多様な学びを保

障する支援スタッフの配置に必要な経費を補助する。
・実施主体：市町村（負担割合 国１／３、県１／３、市町村１／３）
・職務内容：教室に入りづらさを感じている児童生徒の校内教育支援センター等における学習支援やオン

ライン授業に係る準備、学級担任等との連絡調整等
・配置基準：不登校児童生徒数が一定数以上の小・中学校及び義務教育学校
・配 置 数：２２校・２２名 配置予定（１３市町村）
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３ 予算額
（ ４７，２６７千円 ９２，６９３千円）１３９，９６０千円

：教育支援体制整備事業費補助金
内訳 ・報酬 ８４，８５３千円

・職員手当等 ２６，０２３千円
・共済費 ７１２千円
・旅費 ７，７５２千円
・負担金補助及び交付金 ２０，６２０千円
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公立学校情報機器整備事業
義務教育課

１ 目的
ＧＩＧＡスクール構想を推進し、公立小中学校等における情報通信技術を活用した教育の充実を図るため、

市町村が行う学校における情報通信機器の整備に対し助成する。

２ 概要
令和２年度から３年度にかけて市町村において集中的に整備してきた学習者用端末の経年劣化に伴い、令和

１０年度までに学習者用端末を更新する市町村を支援する。
・補 助 対 象：学習者用端末の整備にかかる経費の一部
・補 助 率：２／３
・補助基準額：学習者用端末１台当たり５５千円
・補 助 件 数：１５件（大館市、北秋田市、上小阿仁村、三種町、秋田市、男鹿市、潟上市、八郎潟町、

由利本荘市、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、東成瀬村）
・整 備 台 数：５０，３０９台

３ 予算額
（ １，８４４，６５７千円） 秋田県公立学校情報機器整備臨時対策基金１，８４４，６５７千円 ：

内訳 ・補助金 １，８４４，６５７千円
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特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の
一部を改正する条例案【議案第９９号】

義務教育課

１ 改正理由
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律（令和３年法律第５７号）の施行に伴い、秋田県

教育職員免許状再授与審査会を設置するため、委員の報酬額及び旅費額を定める必要がある。

２ 改正内容
秋田県教育職員免許状再授与審査会の委員について、報酬額と旅費額を次のとおりとする。

区分 報酬額 旅費額

行政職給料表による９級の職
教育職員免許状再授与審査会の委員 日額１０，０００円 務にある者の現に受けるべき

旅費相当額

３ 施行期日
令和７年４月１日
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参考 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の概要

（１）主な規定
教育職員等による児童生徒性暴力等は全て法律違反とされたほか、免許状の再授与等について規定され、

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する総合的な規定が初めて整備された。

（２）免許状の再授与
特定免許状失効者等に再び免許状を授与するに当たっては、あらかじめ、秋田県教育職員免許状再授与審

査会の意見を聴かなければならない。
審査会は、児童生徒性暴力等に関する学識経験を有する者（医療、心理、福祉、法律の専門家等）で構成

し、当該児童生徒性暴力等の事案と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者（第三者）により、原
則として、出席委員の全会一致をもって議決を行う。

秋田県教育委員会
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　　学校職員の定数に関する条例の一部を改正する条例案【議案第１００号】
高校教育課

１ 改正理由

児童生徒数の増減等に伴い、学校職員の定数を改める必要がある。

２ 改正内容

公立小学校等の職員定数を次のとおりとする （第１条～第３条関係）。

職員定数（単位：人）
区分

改正前 改正後 増 減

公立の小学校、中学校及び義務 校長及び教員 4,620 4,496 △124

教育学校 養護教員 292 285 △7

栄養教諭及び学校栄養職員 92 92 0

事務職員 293 289 △4

県立高等学校 全日制課程 校長、教員、実習助手及び事務職員 1,831 1,798 △33

その他の職員 57 57 0

定時制課程 校長、教員、実習助手及び事務職員 122 122 0

その他の職員 7 7 0

通信制課程 教員及び事務職員 15 17 2

その他の職員 1 1 0

県立特別支援学校 校長、教員、寄宿舎指導員及び事務職員 1,006 998 △8

その他の職員 76 76 0

計 8,412 8,238 △174

３ 施行期日

令和７年４月１日
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全国高等学校総合文化祭あきた大会開催事業

全国高等学校総合文化祭推進室
１ 目的

令和８年度に秋田県で開催する第５０回全国高等学校総合文化祭（あきた総文２０２６）の円滑な実施に
向け、大会運営に携わる生徒や関係職員の意欲を喚起し、大会運営体制の強化を図る。

２ 概要
（１）実行委員会事務局の運営 ２６，８２０千円

・実行委員会、生徒実行委員会（県内高校生・最大９０名）等諸会議の開催
・部門担当教員の授業代替非常勤講師の配置

（２）先催県大会への参加 １７，５１２千円
・第４９回全国高等学校総合文化祭（かがわ総文祭２０２５）
［会期］令和７年７月２６日（日）から６日間 参加予定人数１４０名

（３）プレ大会等開催準備 ５１，５１２千円
・開会行事：［会期］令和７年１０月１１日（土）１日間

［場所］総合開会式（秋田市・あきた芸術劇場ミルハス）
パレード （秋田市・広小路）

・部門大会（２２部門）開催及びスキルアップに対する補助

（４）大会ＰＲ活動 ９，０６３千円
・ＰＲイベント（２００日前イベント、カウントダウンボード設置等）の実施
・広報グッズの製作

（５）国際交流の実施 ４，４００千円
・招へい国と秋田県の高等学校生徒との文化交流
［招へい国］大韓民国（高校生１５名程度）

・国際交流イベント（歓迎レセプション、県内高校生と交流会、国際交流コンサート等）実施

ぎふ総文２０２４プレ大会総合開会式

かがわ総文祭２０２５プレ大会パレード
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３ 予算額 １０９，３０７千円
（１０９，３０７千円）

（１）実行委員会事務局の運営 ２６，８２０千円
内 訳 ・報酬、報償費 １８，９２４千円

・旅費、需用費 ６，９２１千円
・役務費、使用料等 ９７５千円

（２）先催県大会への参加 １７，５１２千円
内 訳 ・旅費 １７，３９４千円

・役務費、使用料等 １１８千円

（３）プレ大会等開催準備 ５１，５１２千円
内 訳 ・報償費、旅費 ５，２４１千円

・需用費、役務費 １，３２４千円
・委託料、使用料等 ２４，５０３千円
・補助金 ２０，４４４千円

（４）大会ＰＲ活動 ９，０６３千円
内 訳 ・旅費、需用費、役務費 ７，１７２千円

・委託料、使用料等 １，８９１千円

（５）国際交流の実施 ４，４００千円
内 訳 ・報償費、旅費、需用費 ２，５８４千円

・委託料、使用料等 １，８１６千円

「あきた総文２０２６」プレ大会　部門大会日程

開催市 会場

1 演劇 大館市 ほくしか鹿鳴ホール
令和７年11月13日（木）
　　　　　　　～16日（日）

2 合唱 大仙市 大曲市民会館 令和７年10月19日（日）

3 吹奏楽 秋田市 あきた芸術劇場ミルハス 令和７年12月24日（水）

4 器楽・管弦楽 秋田市 あきた芸術劇場ミルハス 令和７年12月７日（日）

5 日本音楽 由利本荘市 文化交流館カダーレ 令和７年11月22日（土）

6 吟詠剣詩舞 湯沢市 湯沢文化会館 令和７年10月25日（土）

7 郷土芸能 湯沢市 湯沢文化会館 令和７年11月23日（日）

8
ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ
・ﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾘﾝｸﾞ

秋田市 県立武道館 令和７年11月15日（土）

9 美術・工芸 秋田市 アトリオン
令和７年11月７日（金）
　　　　　　　～10日（月）

10 書道 秋田市 アトリオン
令和７年11月14日（金）
　　　　　　　～17日（月）

11 写真 秋田市
にぎわい交流館ＡＵ、
アトリオン、県立美術館

令和７年11月20日（木）
　　　　　　　～24日（月）

12 放送 大仙市 大曲市民会館
令和８年２月７日（土）
　　　　　　　～８日（日）

13 囲碁 由利本荘市 ナイスアリーナ
令和７年11月14日（金）
　　　　　　　～15日（土）

14 将棋 由利本荘市 ナイスアリーナ 令和７年11月８日（土）

15 弁論 能代市 能代市文化会館 令和７年11月15日（土）

16
小倉百人一首

かるた
大館市 タクミアリーナ

令和７年12月13日（土）
　　　　　　　～14日（日）

17 新聞 潟上市 市民センターかたりあん
令和７年11月20日（木）
　　　　　　　～21日（金）

18 文芸 秋田市 アトリオン
令和７年10月16日（木）
　　　　　　　～17日（金）

19 自然科学 秋田市
さきがけホール、
あきたＪＡビル

令和７年11月24日（月）

20 茶華道 秋田市 秋田市文化創造館 令和７年10月11日（土）

21 情報 秋田市 秋田市文化創造館 令和７年９月19日（金）

22 特別支援学校 秋田市 秋田市文化創造館
令和７年８月１日（金）
　　　　　　　～２日（土）

部　門
開催地

開催予定日
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（新）旧奈良家住宅保存修理事業
生涯学習課

１ 目的
県が所有する重要文化財「旧奈良家住宅」を適切に維持管理するため、耐震診断を実施し、必要な構造補強

や建物の保存修理を行う。

２ 概要
耐震診断を実施し、必要な構造補強案を策定する。
・対象施設 旧奈良家住宅（秋田市）
・事業内容 構造調査・診断、地盤調査、構造補強案等の策定
・実施期間 令和７年６月から令和９年３月まで

３ 事業費
２４，７４０千円（１２，３６９千円 １２，３７１千円）

：国宝重要文化財等防災施設整備費補助金
（１）令和７年度事業

予 算 額 １４，８８５千円（７，４４２千円 ７，４４３千円）
内訳 ・委託料 １４，６８５千円 ・事務費 ２００千円

（２）債務負担行為
設定期間 令和８年度
限 度 額 ９，８５５千円（４，９２７千円 ４，９２８千円）

内訳 ・委託料 ９，５１５千円 ・事務費 ３４０千円

４ 工程表

年度

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

令和７年度 令和８年度

内
○
容

構造調査

地盤調査

構造診断 構造補強案・報告書策定

旧奈良家住宅
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